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Ⅰ 調査の説明 
 
  



 

  



1 

 

Ⅰ 調査の説明 
１ 調査目的 

  労働条件等実態調査は、県内の民間事業所における労働者の労働条件等の現状を把握し、

今後の労働行政運営の基礎資料を得ることを目的とする。 

 

２ 調査事項 

 （１）労働時間・休日制度等 

 （２）各種休業・休暇制度 

 （３）女性管理職の登用 

 （４）非正規社員の正社員転換 

（５）職場のハラスメント対策 

（６）採用と離職 

（７）職業能力開発訓練 

（８）働き方改革 

 

３ 調査の期日 

  令和５年８月 31日現在 

 

４ 調査地域 

  山形県内全域 

 

５ 調査方法等 

 （１）調査対象事業所 

    総務省「事業所母集団データベース（令和３年次フレーム）」の事業所リストの中から、

常用労働者５人以上を雇用する事業所のうち、産業別、事業所規模別に所定の方法（100 人

以上悉皆調査）により抽出した 1,500事業所。 

 （２）調査方法 

    発送を委託した民間事業者が郵送により調査票を配布し、県が郵送により回収した。 

 （３）集計方法 

    集計は、民間事業者に委託した。 

 

６ 利用上の注意 

（１）回答の構成比は百分率で表し、小数点第２位を四捨五入して算出している。従って、

単一選択式の質問においては、回答比率を合計しても 100.0％にならないことがある。 

   また、回答者が２つ以上の回答をすることができる多肢選択式の質問においては、各

設問の調査数を基数として算出するため、全ての選択肢の比率を合計すると 100.0％を

超える。 

（２）集計表・グラフ及び文章中では、選択肢の語句を一部簡略化して表している場合がある。 

（３）集計表が二段組みの場合、上段は回答数であり、下段は回答の構成比を表すものである。
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７ 調査対象事業所及び集計事業所数 

産業分類名称 

調査対象 

事業所数 

（配布数） 

集  計 

事業所数 

（有効回収数） 

鉱業、採石業、砂利採取業 11 7 

建設業 133 79 

食料品製造業 50 34 

飲料・たばこ・飼料製造業 6 4 

繊維工業 25 15 

木材・木製品製造業（家具を除く） 4 1 

家具・装備品製造業 7 5 

パルプ・紙・紙加工品製造業 4 1 

印刷・同関連業 8 5 

化学工業 13 12 

石油製品・石炭製品製造業 1 1 

プラスチック製品製造業 13 7 

ゴム製品製造業 1 0 

なめし革・同製品・毛皮製造業 3 3 

窯業・土石製品製造業 10 8 

鉄鋼業 4 4 

非鉄金属製造業 5 2 

金属製品製造業 20 14 

はん用機械器具製造業 8 5 

生産用機械器具製造業 37 27 

業務用機械器具製造業 10 8 

電子部品・デバイス・電子回路製造業 36 26 

電気機械器具製造業 20 14 

情報通信機械器具製造業 12 7 

輸送用機械器具製造業 22 18 

その他の製造業 7 4 

電気・ガス・熱供給・水道業 22 16 

情報通信業 24 16 

運輸業、郵便業 54 33 

卸売業、小売業 319 182 

金融業、保険業 39 24 

不動産業、物品賃貸業 21 13 

学術研究、専門・技術サービス 24 14 

宿泊業、飲食サービス業 118 48 

生活関連サービス業、娯楽業 47 22 

教育、学習支援業 28 20 

医療、福祉 220 166 

複合サービス事業 26 24 

サービス業（他に分類されないもの） 88 55 

合          計 1,500 944 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅱ 調査結果の要約 
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Ⅱ 調査結果の要約 

【調査の説明】 
本調査は、総務省の事業所母集団データベースから、県内にある事業所で常用労働者を５人以上雇用す

るところのうち、「産業別」及び「事業所規模別」に所定の方法により抽出した 1,500 事業所（100 人以上
の事業所は悉皆調査）を対象に行い、そのうち 944 事業所から有効回答を得て集計した。（調査時期は令和
５年８月 31日現在） 

 
※参考 
厚生労働省調査 
「令和５年就労条件総合調査」 
令和５年１月１日現在の状況を調査したもの。年間については令和４年、又は令和３会計年度１年間
の状況を調査したもの。 
「令和４年度雇用均等基本調査」 
令和４年 10月 1日現在の状況について、令和４年 10月１日から 10月 31日までの間に調査したもの。 
 

１ 労働時間・休日制度等 

（１）週所定労働時間  

 

 

 

 第１表 週 40 時間以下達成事業所の割合の推移 

年   度 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 

週 40時間達成割合 92.9％ 93.6％ 93.8％ 95.1％ 95.4％ 

第２表 １事業所平均週所定労働時間の推移  

年   度 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 

平均週所定労働時間 

（全国平均） 

39:22 

（39:26） 

39:08 

（39:24） 

39:15 

（39:25） 

39:07 

（39:28） 

39:06 

（39:20） 

第３表 労働者１人平均週所定労働時間の推移 

年   度 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 

平均週所定労働時間 

（全国平均） 

38:55 

（39:03） 

38:49 

（39:03） 

38:59 

（39:04） 

38:51 

（39:08） 

38:46 

（39:04） 

  ※ 全国平均「就労条件総合調査」：調査対象は常用労働者が 30人以上の民営企業（法人含む） 

（２）週休制 

 

 

第４表 週休２日制を採用する事業所数割合の推移 

年   度 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 

週休２日制採用割合 

（全国平均） 

85.0％ 

（82.1％） 

87.7％ 

（82.5％） 

87.3％ 

（83.5％） 

85.4％ 

（83.5％） 

86.0％ 

（85.4％） 

  ※ 全国平均「就労条件総合調査」 

  

● 「何らかの週休２日制」を採用している事業所数割合は、86.0％となっている。 

● １事業所平均週所定労働時間は、39時間６分となっている。 

● 労働者１人平均週所定労働時間は、38時間 46分となっている。 
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（３）年次有給休暇 

 

 

 

 

第５表 年次有給休暇の推移 

年  度 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 

平均付与日数 17.3日 17.2日 17.1日 17.3日 17.5日 

（全国平均） （18.0日） （18.0日） （17.9日） （17.6日） （17.6日） 

平均取得日数 9.6日 10.4日 10.4日 10.5日 11.7日 

（全国平均） （9.4日） （10.1日） （10.1日） （10.3日） （10.9日） 

平均取得率 55.7％ 60.5％ 60.4％ 60.6％ 66.6％ 

（全国平均） （52.4％） （56.3％） （56.6％） （58.3％） （62.1％） 

※ 全国平均「就労条件総合調査」 

（４）年間休日総数 

第６表 年間休日総数の推移 

年   度 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 

１事業所平均 109.4日 111.3日 110.9日 109.8日 111.6日 

（全国平均） （108.9日） （109.9日） （110.5日） （107.0日） （110.7日） 

労働者１人平均 116.3日 118.2日 117.8日 117.0日 117.3日 

（全国平均） （114.7日） （116.0日） （116.1日） （115.3日） （115.6日） 

 ※ 全国平均「就労条件総合調査」 

 

２ 各種休業・休暇制度 

（１）育児休業制度 

第７表 育児休業制度の就業規則への規定状況 

年 度 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 

山形県 87.5％ 86.4％ 88.2％ 88.5％ 91.1％ 

全 国 79.1％ － 79.6％ － － 

※全国「雇用均等基本調査」、調査対象は常用労働者が５人以上の民営事業所 

 

（２）育児休業取得状況 

 第８表 育児休業取得状況（男女別） 

年 度 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 

山形県 
女性 95.7％ 95.9％ 96.8％ 94.2％ 96.8％ 

男性 6.7％ 8.1％ 15.1％ 21.6％ 35.2％ 

全 国 
女性 83.0％ 81.6％ 85.1％ 80.2％ － 

男性 7.48％ 12.65％ 13.97％ 17.13％ － 

※全国「雇用均等基本調査」 

 

● 平均付与日数は、17.5日となっている。 

● 平均取得日数は、11.7日となっている。 

● 平均取得率は、66.6％となっている。 

● １事業所平均の年間休日総数は、111.6日となっている。 

● 労働者１人平均の年間休日総数は、117.3日となっている。 

● 育児休業取得率は、女性 96.8％、男性 35.2％となっている。 

● 育児休業制度を就業規則に規定している事業所は、全事業所の 91.1％となっている。 
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（３）男性従業員の育児休業取得期間 

 

第９表 男性従業員の育児休業取得期間別取得状況 

年 度 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 

育児休業を取得した 

男性従業員の人数 
－ － － 

177人 

（100％） 

289人 

（100％） 

育
児
休
業
取
得
期
間 

5日以下 － － － 
59人 

（33.3％） 

55人 

（19.0％） 

6日以上 1か月未満 － － － 
46人 

（26.0％） 

126人 

（43.6％） 

1か月以上 3か月未満 － － － 
50人 

（28.2％） 

81人 

（28.0％） 

3か月以上 － － － 
22人 

（12.4％） 

27人 

（9.3％） 

  ※令和４年から調査開始 

 

（４）介護休業制度 

 

第 10 表 介護休業制度の就業規則への規定状況 

 

 

 

※全国「雇用均等基本調査」 
 

 第 11表 介護休業取得者がいた事業所数割合 

 

第 12 表 介護休業取得者の男女別内訳 
年 度 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 

取得状況 
女性 74.0％ 72.4％ 80.2％ 69.1％ 71.8％ 

男性 26.0％ 27.6％ 19.8％ 30.9％ 28.2％ 

 

 

 

 

 

 

年 度 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 

山形県 81.4％ 81.6％ 81.9％ 84.0％ 86.2％ 

全 国 74.0％ － － － － 

年 度 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 

取得者がいた事業所数割合 6.1％ 5.2％ 8.0％ 7.4％ 7.4％ 

● 介護休業制度を就業規則に規定している事業所は、全事業所の 86.2％となっている。 

● 介護休業取得者がいた事業所の割合は 7.4％で、取得者の内訳は女性 71.8％、男性

28.2％となっている。 

● 育児休業を取得した男性について、取得期間別の人数は「６日以上１か月未満」が最も

多い 126 人（43.6％）、次いで「１か月以上３か月未満」が 81 人（28.0％）となってい

る。 
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３ 女性管理職の登用 

（１）女性管理職がいる事業所数割合 

 
 

 

 

 

 第 13表 女性管理職がいる事業所数割合 

第 14 表 全事業所に占める女性管理職がいる事業所数割合（役職別） 
年 度 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 

事
業
所
数 

割
合 

役員 20.8％ 22.9％ 24.7％ 22.3％ 21.2％ 

部長相当職 13.5％ 12.9％ 13.8％ 15.0％ 13.9％ 

課長相当職 23.9％ 24.3％ 24.3％ 25.3％ 29.7％ 

係長相当職 33.0％ 33.2％ 32.5％ 32.4％ 32.7％ 

 

（２）管理職者に占める女性管理職者の割合（役職別） 

 

 

 

 

第 15 表 管理職者に占める女性管理職者数割合（役職別） 

年 度 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 

女
性
管
理
職
者
数

割
合 

役員 16.8％ 19.5％ 21.2％ 19.6％ 17.7％ 

部長相当職 11.8％ 10.8％ 12.2％ 11.8％ 10.9％ 

課長相当職 15.0％ 15.1％ 15.3％ 15.4％ 17.6％ 

（課長相当職以上） （14.6％） （15.0％） （15.9％） （15.4％） （16.0％） 

係長相当職 26.9％ 25.3％ 28.1％ 24.9％ 29.5％ 

 

４ 非正規社員の正社員転換 

 

第 16 表 非正規社員から正社員への転換の規定状況 

 

 

 

第 17 表 非正規社員から正社員への転換状況 

 

  

年 度 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 

事業所数割合 56.1％ 56.9％ 60.0％ 58.1％ 59.9％ 

年 度 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 

就業規則等での規定 38.2％ 38.2％ 42.4％ 41.5％ 44.0％ 

それ以外の方法で実施 31.7％ 32.2％ 28.3％ 26.9％ 25.5％ 

年 度 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 

転換を行った 

事業所数割合 
32.3％ 31.7％ 28.6％ 26.1％ 24.5％ 

● 非正規社員から正社員への転換を就業規則等に規定しているとした事業所は 44.0％、 

就業規則等以外の方法で実施している事業所は 25.5％となっている。 

● 非正規社員を雇用した事業所のうち、過去１年間に非正規社員から正社員への転換が行

われた事業所の割合は 24.5％となっている。 

● 役職別に、管理職者に占める女性管理職者の割合をみると、「係長相当職」が最も高く

29.5％となっている。  

● 女性管理職がいるとした事業所の割合は全事業所のうち 59.9％となっている。 

● 役職別では、全事業所に占める女性「役員」がいる事業所は 21.2％、同様に「部長相当

職」は 13.9％、「課長相当職」は 29.7％、「係長相当職」は 32.7％となっている。 
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５ 職場のハラスメント対策 

 

第 18 表 職場のハラスメントに対して何らかの防止対策を実施している事業所割合 

 

 

 

 

第 19 表 パワーハラスメント防止対策取組み状況 

 

 

 

 

 

第 20 表 セクシャルハラスメント防止対策取組み状況 

 

 

 

 

 

第 21 表 マタニティーハラスメント防止対策取組み状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

年 度 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 

パワーハラスメント 74.2％ 78.1％ 81.9％ 82.8％ 85.0％ 

セクシャルハラスメント 78.7％ 80.7％ 84.2％ 84.3％ 86.5％ 

マタニティーハラスメント 63.9％ 68.3％ 75.8％ 76.0％ 78.4％ 

年 度 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 

トップの宣言、会社の方針

に定めている 
36.5％ 47.7％ 47.3％ 49.9％ 54.7％ 

相談・苦情窓口の設置 54.2％ 60.3％ 61.5％ 66.2％ 69.9％ 

就業規則など社内規定 

に盛り込んでいる 
48.8％ 59.5％ 61.6％ 66.7％ 71.3％ 

年 度 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 

トップの宣言、会社の方針

に定めている 
38.8％ 49.2％ 47.8％ 50.5％ 55.8％ 

相談・苦情窓口の設置 57.2％ 62.5％ 63.0％ 67.0％ 70.3％ 

就業規則など社内規定 

に盛り込んでいる 
57.6％ 67.5％ 67.7％ 70.6％ 74.2％ 

年 度 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 

トップの宣言、会社の方針

に定めている 
26.2％ 41.1％ 43.2％ 46.6％ 50.5％ 

相談・苦情窓口の設置 45.2％ 53.5％ 57.9％ 61.6％ 64.8％ 

就業規則など社内規定 

に盛り込んでいる 
36.5％ 51.1％ 55.7％ 59.9％ 62.6％ 

● パワーハラスメント防止対策を実施しているとした事業所における取組み内容として、

最も多いのは「就業規則などの社内規定に盛り込んでいる」で 71.3％、次いで「相談・

苦情窓口の設置」69.9％などとなっている。 

● セクシャルハラスメント防止対策を実施しているとした事業所における取組み内容とし

て、最も多いのは「就業規則などの社内規定に盛り込んでいる」で 74.2％、次いで「相

談・苦情窓口の設置」70.3％などとなっている。 

● マタニティーハラスメント防止対策を実施しているとした事業所における取組み内容と

して、最も多いのは「相談・苦情窓口の設置」で 64.8％、次いで「就業規則などの社内

規定に盛り込んでいる」で 62.6％などとなっている。 
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６ 職業能力開発訓練 

 

 

 

 

 

 

 第 22 表 職業能力開発訓練の必要性 

 

 

 

  ※３年毎の調査 

第 23 表 重視する職業能力開発訓練 

 

 

 

 

 

 

 

  ※３年毎の調査 

 

７ 働き方改革 

（１）働き方改革への取組み状況 

 

 

 

 

第 24 表 働き方改革への取組み内容別事業所数割合 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  ※１、※３については、令和５年から追加した調査項目 

  ※２は令和４年度までの調査項目、令和５年からは※１に項目統合 

 

 

 

 

 

 

年  度 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 
訓練等は重要であると考えてお

り、積極的に受けさせている 
－ 63.1％ － － 53.4％ 

訓練等の必要性は感じている

が、あまり受けさせていない 
－ 25.6％ － － 32.9％ 

年  度 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 
現業務のレベルアップ、管理・

監督能力の向上のための研修 
－ 55.6％ － － 52.8％ 

事業分野に関する基礎的な知

識・技能を付与するような研修 
－ 40.9％ － － 49.9％ 

資格取得・資格維持を目的と 

する研修 
－ 37.1％ － － 39.3％ 

年 度 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 
ノー残業デーの実施や労働 

時間の把握など、所定外労働

時間の縮減 ※１ 

－ － － － 55.9％ 

有給休暇の取得促進 92.0％ 90.0％ 92.3％ 87.1％ 86.3％ 

同一労働同一賃金への対応 － 34.3％ 41.6％ 36.9％ 34.7％ 

労働時間の状況把握 ※２ 52.5％ 56.8％ 62.4％ 62.8％ － 

子育て・介護等と仕事の 

両立支援 
26.7％ 36.5％ 41.8％ 41.9％ 47.0％ 

半日・時間単位等柔軟な年次

有給休暇取得制度の導入 ※３ 
－ － － － 56.8％ 

● 職場における働き方改革の取組み内容は、「有給休暇の取得促進」86.3％、「半日・時間

単位等柔軟な年次有給休暇取得制度の導入」56.8％、「ノー残業デーの実施や労働時間

の把握など、所定外労働時間の縮減」55.9％などとなっている。 

● 職業能力開発訓練を積極的に受けさせているとした事業所の割合は 53.4％となってい

る。 

● 今後重視する研修は、「現業務のレベルアップ、管理・監督能力の向上のための研修」

52.8％、「事業分野に関する基礎的な知識・技能を付与するような研修」49.9％などと

なっている。 
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（２）時間外労働の上限規制による影響 

 

 

 

 

第 25 表 時間外労働の上限規制による影響別事業所数割合 

 

 

 

 

 ※令和２年から調査開始 

 

（３）テレワークの導入状況 

 

第 26 表 テレワークの導入状況別事業所数割合 

 
 
 
 
 ※令和２年から調査開始 

 

年 度 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 

業務内容や手順の見直し － 34.9％ 37.2％ 38.6％ 30.9％ 

従業員の意識変化 － 40.3％ 40.4％ 39.4％ 36.5％ 

新たな作業機器、システムの導入等に 

よる業務生産性の向上 
－ 11.2％ 12.1％ 17.1％ 15.9％ 

上限規制開始前から時間外労働が少ない － 28.7％ 32.5％ 29.7％ 34.7％ 

年 度 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 

在宅勤務を導入している － 10.6％ 13.2％ 14.6％ 14.7％ 

モバイルワークを導入している － 4.4％ 4.7％ 5.6％ 5.2％ 

● 時間外労働の上限規制による影響は、「従業員の意識変化により、時間外労働は減少し

た」36.5％、「上限規制開始前から時間外労働が少ないため、あまり変わりはない」

34.7％などとなっている。 

● テレワークの導入状況は、「在宅勤務を導入している」14.7％、「モバイルワークを導入

している」5.2％などとなっている。 



 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅲ 調査の結果 
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Ⅲ 調査の結果 
 

〔１〕労働時間・休日制度等 

１ 週所定労働時間 
（１）週所定労働時間別事業所数割合 

週所定労働時間を区分別にみると、割合が最も高いのは「38 時間超～40 時間以下」で

71.5％（前年比 1.9 ポイント減）、次いで「38 時間以下」が 23.9％（前年比 2.2 ポイント

増）となっている。週所定労働時間が 40 時間以下の事業所の割合は、95.4％（前年比 0.3

ポイント増）となっている。（第１図・付表３－１） 

 

第１図 平均週所定労働時間 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

企業規模別にみても、すべての規模において「40 時間以下」の事業所が 80％以上となっ

ている。（第２図・付表３－１） 

 

第２図 週所定労働時間（企業規模別）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.9%

71.5%

1.7%

1.3%

1.6% ［集計事業所数：926］

平均週所定

労働時間
39時間 6分

週40時間以下
95.4％

38時間以下

38時間超～
40時間以下

40時間超～
42時間以下

42時間超～
44時間以下

44時間超

23.9 

27.4 

33.3 

21.8 

17.4 

23.9 

71.5 

71.7 

63.6 

77.3 

79.9 

63.6 

1.7 

0.4 

1.5 

0.4 

0.7 

4.5 

1.3 

0.0 

1.5 

0.0 

2.1 

3.0 

1.6 

0.4 

0.0 

0.4 

0.0 

4.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

合 計

500人以上

300～499人

100～299人

30～ 99人

5～ 29人

［集計事業所数：926］

38時間以下

38時間超～
40時間以下

40時間超～
42時間以下

42時間超～
44時間以下

44時間超
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産業分類別にみると、「金融業,保険業」で「38 時間以下」の事業所の割合が 75.0％（前

年比 1.2 ポイント減）と、他の業種と比べ突出して高くなっている。（第３図・付表３－

１） 

 

第３図 週所定労働時間（産業分類別）  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

23.9 

24.1 

16.7 

23.6 

5.0 

9.1 

6.8 

35.7 

23.1 

75.0 

22.0 

24.2 

6.7 

18.8 

23.7 

35.4 

28.6 

71.5 

72.2 

83.3 

71.5 

95.0 

86.4 

88.6 

64.3 

69.2 

25.0 

70.6 

57.6 

93.3 

81.3 

75.8 

55.7 

42.9 

1.7 

1.9 

0.0 

1.8 

0.0 

4.5 

0.0 

0.0 

7.7 

0.0 

2.3 

6.1 

0.0 

0.0 

0.0 

3.8 

14.3 

1.3 

0.0 

0.0 

3.0 

0.0 

0.0 

2.3 

0.0 

0.0 

0.0 

2.3 

6.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.6 

1.9 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2.3 

0.0 

0.0 

0.0 

2.8 

6.1 

0.0 

0.0 

0.5 

5.1 

14.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

鉱 業 ， 採 石 業 ，
砂 利 採 取 業

建 設 業

製 造 業

電 気 ・ ガ ス ・
熱 供 給 ・ 水 道 業

情 報 通 信 業

運 輸 業 ， 郵 便 業

卸 売 業 ， 小 売 業

金 融 業 ， 保 険 業

不 動 産 業 ，
物 品 賃 貸 業

学術研究，専門・
技 術 サ ー ビ ス 業

宿 泊 業 ，
飲 食 サ ー ビ ス 業

生活関連サービス
業 ， 娯 楽 業

教 育 ，
学 習 支 援 業

医 療 ， 福 祉

複合サービス事業

サ ー ビ ス 業

合 計

［集計事業所数：926］

38時間以下

38時間超～

40時間以下

40時間超～

42時間以下

42時間超～

44時間以下

44時間超
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（２）１事業所あたりの週所定労働時間 

１事業所あたりの週所定労働時間は、39時間６分で、前年より１分短くなった。 

産業分類別にみると、最も短いのは、「金融業，保険業」で 36 時間 49 分、最も長いのは、

「鉱業,採石業,砂利採取業」の 40 時間 37 分で３時間 48 分の差となっている。（第１表・

付表３－２） 

 

（３）労働者１人あたりの週所定労働時間 

労働者１人あたりの週所定労働時間は、38 時間 46 分で、前年より５分短くなった。 

産業分類別にみると、最も短いのは、「不動産業,物品賃貸業」で 37 時間 20 分、最も長

いのは「鉱業,砕石業,砂利採取業」の 40 時間３分で２時間 43 分の差となっている。（第１

表・付表３－２） 

 

第１表 １事業所・労働者１人平均週所定労働時間（企業規模別、産業分類別）  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１事業所あたり
週所定労働時間

労働者１人あたり
週所定労働時間

39 時間   6 分 38 時間 46 分

5 ～ 29 人 39 時間  22 分 39 時間 21 分

30 ～ 99 人 39 時間  13 分 39 時間  2 分

100 ～ 299 人 39 時間   8 分 38 時間 57 分

300 ～ 499 人 38 時間  50 分 38 時間 28 分

500 人 以 上 38 時間  47 分 38 時間 38 分

鉱 業 ， 採 石 業 ， 砂 利 採 取 業 40 時間  37 分 40 時間  3 分

建 設 業 39 時間  12 分 37 時間 45 分

製 造 業 38 時間  50 分 38 時間 40 分

電気・ガス・熱供給・水道業 38 時間  44 分 38 時間 28 分

情 報 通 信 業 39 時間  27 分 39 時間 39 分

運 輸 業 ， 郵 便 業 40 時間  25 分 39 時間 23 分

卸 売 業 ， 小 売 業 39 時間  17 分 39 時間  3 分

金 融 業 ， 保 険 業 36 時間  49 分 37 時間 30 分

不 動 産 業 ， 物 品 賃 貸 業 37 時間  36 分 37 時間 20 分

学 術 研 究 ， 専 門 ・
技 術 サ ー ビ ス 業

38 時間  25 分 39 時間 27 分

宿 泊 業 ， 飲 食 サ ー ビ ス 業 39 時間  56 分 39 時間 31 分

生活関連サービス業，娯楽業 39 時間  46 分 39 時間 50 分

教 育 ， 学 習 支 援 業 39 時間  20 分 39 時間  6 分

医 療 ， 福 祉 39 時間  16 分 38 時間 36 分

複 合 サ ー ビ ス 事 業 39 時間  26 分 39 時間 36 分

サ ー ビ ス 業
（ 他 に 分 類 さ れ な い も の ）

38 時間  25 分 39 時間 17 分

区　             　　分

　合　　      　　計

企
 
業
 
規
 
模

産
　
　
　
　
業
　
　
　
　
分
　
　
　
　
類

［集計事業所数：926　・　集計労働者数：75,112］
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２ 週休制 

 

（２）産業分類別実施形態別適用労働者数割合 

「何らかの週休２日制」が適用されている労働者の割合は 89.8％（前年比 0.1 ポイント

減）となっている。（第５図・付表４－２） 

 

第５図 

実施形態別 

適用労働者数割合 

（産業分類別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）実施形態別事業所数割合 

週休制を実施形態別にみると、

割合が最も高いのは「何らかの週

休２日制※」の 86.0％（前年比 0.6

ポイント増）となっている。 

（第４図・付表４－１） 

 第４図 週休制実施形態別事業所数割合 

 

 

    

※「何らかの週休２日制」とは、以下①～⑥の

いずれかを実施している場合をいう。 

①「完全週休２日制」 

②「月３回週休２日制 

③「４週７休制」 

④「月２回週休２日制」 

⑤「月１回週休２日制」 

⑥「４週５休制」 

週休

１日制

2.1%
週休１日半制

1.2%

何らかの

週休２日制

86.0%

その他

10.7%

集 計

事業所数

934

何らかの

週休２日制

86.0％

0.4 

0.3 

0.1 

0.2 

0.0 

1.3 

2.1 

2.8 

0.0 

0.0 

0.7 

0.6 

0.0 

0.0 

0.0 

4.2 

7.2 

0.2 

0.0 

0.0 

0.1 

0.0 

0.0 

0.3 

0.0 

5.4 

0.0 

1.1 

1.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

89.8 

86.7 

99.9 

83.7 

100.0 

86.6 

72.5 

97.2 

70.5 

100.0 

87.2 

83.6 

49.4 

97.3 

93.4 

88.7 

92.8 

9.7 

13.1 

0.0 

15.9 

0.0 

12.1 

25.2 

0.0 

24.1 

0.0 

11.0 

14.5 

50.6 

2.7 

6.6 

7.1 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

鉱 業 ， 採 石 業 ，
砂 利 採 取 業

建 設 業

製 造 業

電 気 ・ ガ ス ・
熱 供 給 ・ 水 道 業

情 報 通 信 業

運 輸 業 ， 郵 便 業

卸 売 業 ， 小 売 業

金 融 業 ， 保 険 業

不 動 産 業 ，
物 品 賃 貸 業

学術研究，専門・
技 術 サ ー ビ ス 業

宿 泊 業 ，
飲 食 サ ー ビ ス 業

生活関連サービス
業 ， 娯 楽 業

教 育 ，
学 習 支 援 業

医 療 ， 福 祉

複合サービス事業

サ ー ビ ス 業

合 計

［集計労働者数：74,975］

週休１日制

週休１日半制

何らかの

週休２日制

その他
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３ 休日・休暇制度 

（１）年次有給休暇 

年次有給休暇の平均付与日数は 17.5 日（前年比 0.2 日増）、平均取得日数は 11.7 日（前

年比 1.2日増）、平均取得率は 66.6％（前年比 6.0 ポイント増）となっている。 

産業分類別に平均取得率をみると、取得率が高いのは、「学術研究,専門・技術サービス

業」の 76.8％、次いで「製造業」の 73.8％であり、最も低いのは、「宿泊業,飲食サービス

業」の 45.1％となっている。「宿泊業,飲食サービス業」は、平均付与日数、平均取得日数

も最も少ない状況となっている。（第２表・付表５） 
 

第２表 年次有給休暇の付与日数及び取得状況（企業規模別、産業分類別） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.5 日 11.7 日 66.6 ％

5 ～ 29 人 16.0 日 9.7 日 60.3 ％

30 ～ 99 人 17.0 日 10.3 日 60.8 ％

100 ～ 299 人 17.4 日 11.8 日 67.6 ％

300 ～ 499 人 17.6 日 12.4 日 70.8 ％

500 人 以 上 17.8 日 11.7 日 65.6 ％

鉱業，採石業，砂利採取業 17.7 日 10.7 日 60.6 ％

建 設 業 17.2 日 10.3 日 59.6 ％

製 造 業 18.0 日 13.3 日 73.8 ％

電気・ガス・熱供給・水道業 17.9 日 10.8 日 60.6 ％

情 報 通 信 業 18.5 日 11.1 日 59.9 ％

運 輸 業 ， 郵 便 業 14.2 日 9.2 日 64.7 ％

卸 売 業 ， 小 売 業 16.9 日 9.5 日 56.5 ％

金 融 業 ， 保 険 業 19.0 日 12.1 日 63.6 ％

不 動 産 業 ， 物 品 賃 貸 業 16.8 日 9.8 日 58.5 ％

学 術 研 究 ， 専 門 ・
技 術 サ ー ビ ス 業

18.9 日 14.5 日 76.8 ％

宿 泊 業 ， 飲 食サ ービ ス業 14.1 日 6.3 日 45.1 ％

生活関連サービス業，娯楽業 16.8 日 9.0 日 53.9 ％

教 育 ， 学 習 支 援 業 16.9 日 10.3 日 61.1 ％

医 療 ， 福 祉 17.5 日 10.0 日 57.5 ％

複 合 サ ー ビ ス 事 業 18.7 日 13.7 日 73.3 ％

サ ー ビ ス 業
（他に分類されないもの）

15.5 日 9.0 日 57.8 ％

［集計事業所数：867］

平 均 取 得 率

　合　　      　　計

企
 
業
 
規
 
模

産

　
　
業

　
　
分

　
　
類

区 　   　　    分 平 均 付 与 日 数 平 均 取 得 日 数
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（２）年間休日総数 

年間休日総数をみると、「年間 100 日以上」の休日を設定している事業所は、全体の

84.1％（前年比 4.1 ポイント増）であり、「70～100 日未満」の事業所は 14.6％（前年比

3.2ポイント減）となっている。 

企業規模別にみると、企業規模が大きくなるにつれて、年間休日総数が 100 日以上の事

業所の割合が高くなる傾向にあり、「5～29 人」規模では 64.5％であるのに対し、「500 人以

上」規模では 96.8％となっている。（第６図・付表６－１） 

 

第６図 年間休日総数別事業所数割合（企業規模別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア １事業所平均の年間休日総数 

１事業所平均の年間休日総数は 111.6日で前年比 1.8日増となっている。 

企業規模別にみると、企業規模が大きくなるにつれて年間休日総数は多くなっており、

「５～29 人」規模では 105.3 日であるのに対し、「500 人以上」規模では 117.7 日と、

12.4日の差がある。 

産業分類別にみると、年間休日総数が最も多いのは、「金融業，保険業」の 123.8 日、

最も少ないのは「生活関連サービス業，娯楽業」の 101.6 日で 22.2 日の差がある。（第

３表・付表６－１） 

 

 

イ 労働者１人平均の年間休日総数 

労働者１人平均の年間休日総数は 117.3日となっている。 

企業規模別にみると、企業規模が大きくなるにつれて年間休日総数は多くなっており、

「５～29 人」規模では 105.8 日であるのに対し、「500 人以上」規模では 120.8 日と、

15.0 日の差がある。 

産業分類別にみると、年間休日が最も多いのは、「金融業,保険業」の 124.1 日、最も

少ないのは「生活関連サービス業，娯楽業」の 103.2 日で 20.9 日の差がある。（第３

表・付表６－２） 

 

 

 

 

84.1%

96.8%

98.5%

92.1%

80.7%

64.5%

14.6%

2.3%

1.5%

7.9%

17.9%

32.8%

1.2%

0.9%

0.0%

0.0%

1.4%

2.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

合 計

500人以上

300～499人

100～299人

30～ 99人

5～ 29人 100日以上

70日～

100日未満

69日以下

［集計事業所数：908］
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第３表 年間休日総数の状況（企業規模別、産業分類別） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

111.6 日 117.3 日

5 ～ 29 人 105.3 日 105.8 日

30 ～ 99 人 108.7 日 110.0 日

100 ～ 299 人 113.3 日 115.1 日

300 ～ 499 人 115.7 日 118.6 日

500 人 以 上 117.7 日 120.8 日

鉱 業 ， 採 石 業 ， 砂 利 採 取 業 101.9 日 104.7 日

建 設 業 104.7 日 108.4 日

製 造 業 114.6 日 118.6 日

電気・ガス・熱供給・水道業 115.1 日 120.4 日

情 報 通 信 業 116.7 日 112.6 日

運 輸 業 ， 郵 便 業 106.5 日 114.5 日

卸 売 業 ， 小 売 業 107.9 日 113.4 日

金 融 業 ， 保 険 業 123.8 日 124.1 日

不 動 産 業 ， 物 品 賃 貸 業 106.8 日 107.4 日

学 術 研 究 ， 専 門 ・
技 術 サ ー ビ ス 業

118.9 日 122.1 日

宿 泊 業 ， 飲 食 サ ー ビ ス 業 102.8 日 105.8 日

生活関連サービス業，娯楽業 101.6 日 103.2 日

教 育 ， 学 習 支 援 業 116.8 日 120.2 日

医 療 ， 福 祉 114.6 日 119.0 日

複 合 サ ー ビ ス 事 業 118.3 日 121.2 日

サ ー ビ ス 業
（ 他 に 分 類 さ れ な い も の ）

112.9 日 113.6 日

［集計事業所数：908］　［集計労働者数：74,105］

産

　
　
業

　
　
分

　
　
類

区　             　　分
１事業所

平均年間休日総数
労働者１人

平均年間休日総数

　合　　      　　計

企
 
業
 
規
 
模
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〔２〕各種休業・休暇制度 
  １ 育児休業制度 

（１）育児休業制度の規定状況 

育児休業制度を就業規則に「規定している」とした事業所の割合は 91.1％（前年比 2.6

ポイント増）で、「規定していないが、整備を予定している」が 3.2％（前年比 0.6 ポイン

ト減）、「規定していない」が 5.1％（前年比 2.0ポイント減）となっている。 

（第７図・付表７） 

第７図 育児休業制度規定状況  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）育児休業の取得可能期間 

育児休業制度について、最長で子が何歳になるまで利用できるかをみると、「２歳未満」

とした事業所の割合が 83.5％（前年比 1.4 ポイント増）と最も高く、「２歳～３歳未満」が

10.3％（前年比 1.3 ポイント減）、「満３歳以上」が 2.4％（前年比 0.1 ポイント減）となっ

ている。（第８図・付表８） 

 

第８図 育児休業取得可能期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規定して

いる＊＊

91.1%

規定していな

いが、整備を

予定している

3.2%

規定して

いない＊

5.1% 無回答

0.6%

集 計

事業所数

944

子どもが

２歳未満

83.5%

子どもが２歳

～３歳未満＊

10.3%

子どもが＊

満３歳以上

2.4%

その他

1.4% 無回答

2.3%

集 計

事業所数

860
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（３）令和４年度中の出産予定女性従業員の有無 

令和４年度中に出産予定の女性従業員がいたとした事業所の割合は 29.6％となっている。 

（第９図・付表９） 

 

第９図 令和４年度中の出産予定女性従業員の有無  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）出産予定者の状況 

令和４年度中に出産予定だった女性従業員 790 人のうち、「出産を前に退職した者」は６

人（0.8％）、「在職したまま出産した者」は 784人（99.2％）となっている。 

在職したまま出産した者 784 人のうち、「産後休業取得中、あるいは取得後に退職した

者」は 12 人（1.5％）、「産後休業取得後、直ちに職場復帰した者」は 13 人（1.7％）、「産

後休業取得後、育児休業を取得した者」は 759人（96.8％）となっている。 

（第 10図・付表 10） 

第 10図 出産予定者の内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あり

29.6%

なし

69.9%

無回答

0.5%

集 計

事業所数

944

産後休業取得中、あ

るいは取得後に退職

した者＊＊＊

1.5% (12人)

産後休業取得後、直

ちに職場復帰した者

＊＊＊＊＊＊

1.7% (13人)

産後休業取得後、育

児休業を取得した者

＊＊＊＊＊＊

96.8% (759人)

出産を前に
退職した者

6人
(0.8%)

在職したまま
出産した者＊

784人
(100.0%)

出産予定者 790人

在職したまま
出産した者＊

784人
(99.2%)
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（５）育児休業の取得状況 

育児休業の取得率※を男女別にみると、女性は 96.8％（前年比 2.6 ポイント増）、男性は

35.2％（前年比 13.6 ポイント増）となっている。 

企業規模別に取得率をみると、女性は「300～499 人」規模で 98.7％と最も高く、30 人以

上の各規模において 90％以上、29人以下の規模において 80％台となっている。 

男性は、全ての企業規模で前年度より取得率が上がっており、特に「30～99 人」規模で

は 52.6％と最も高くなっている。（第４表・付表 13－3） 
※出産者又は配偶者が出産した者に占める、育児休業取得者〔令和４年４月１日から令和５年３月 31 日まで

の１年間の出産者又は配偶者が出産した者のうち、令和５年８月 31 日までに育児休業を開始（申出をしてい

る者を含む）した者〕の割合 

 

第４表 育児休業の取得状況  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出産者

（人）

育児休業
取 得 者

（人）

育児休業
取 得 率

（％）

配偶者が
出産した
者＊＊＊
（人）

育児休業
取 得 者

（人）

育児休業
取 得 率

（％）

784 759 96.8 820 289 35.2

5 ～ 29 人 21 18 85.7 41 9 22.0

30 ～ 99 人 46 43 93.5 57 30 52.6

100 ～ 299 人 209 202 96.7 226 73 32.3

300 ～ 499 人 150 148 98.7 156 51 32.7

500 人 以 上 358 348 97.2 340 126 37.1

鉱業，採石業，砂利採取業 0 0 0.0 0 0 0.0

建 設 業 8 6 75.0 42 10 23.8

製 造 業 237 235 99.2 465 161 34.6

電気・ガス・熱供給・水道業 2 2 100.0 10 5 50.0

情 報 通 信 業 1 1 100.0 14 4 28.6

運 輸 業 ， 郵 便 業 6 6 100.0 25 11 44.0

卸 売 業 ， 小 売 業 43 40 93.0 47 20 42.6

金 融 業 ， 保 険 業 12 9 75.0 23 10 43.5

不 動 産 業 ， 物 品 賃 貸 業 2 2 100.0 2 2 100.0

学 術 研 究 ， 専 門 ・
技 術 サ ー ビ ス 業

5 5 100.0 5 4 80.0

宿 泊 業 ， 飲 食 サ ー ビ ス 業 8 7 87.5 6 2 33.3

生活関連サービス業，娯楽業 5 4 80.0 10 6 60.0

教 育 ， 学 習 支 援 業 10 9 90.0 11 4 36.4

医 療 ， 福 祉 402 392 97.5 123 46 37.4

複 合 サ ー ビ ス 事 業 16 16 100.0 25 3 12.0

サ ー ビ ス 業
（他に分類されないもの）

27 25 92.6 12 1 8.3

［集計事業所数：[女性]279　[男性]892］

産

　
　
業

　
　
分

　
　
類

　合　　      　　計

企
 
業
 
規
 
模

女　　　性 男　　　性

区　　　　分
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育児・介護休業法で定め

る育児休業を取得した男

性従業員の数＊＊

289人(35.2%)

企業が独自に定める育児

目的休暇制度を取得した

男性従業員の数＊

49人(6.0%)

育児目的休暇制度を取得

していない男性従業員の

数＊＊＊＊482人(58.8%)

過去１年間に

配偶者が出産
した男性従業
員の数＊＊＊

820人

［集計事業所数：892］

男性従業員が育児休業を取得した期間
289人（35.2％）

（６）男性従業員の育児休業取得期間 

育児休業を取得した男性について、取得期間別の人数は「６日以上１か月未満」が最も

多い 126 人（43.6％）、次いで「１か月以上３か月未満」が 81 人（28.0％）となっている。

(第 11図・付表 13－1、2) 

 

第 11図 男性従業員の育児休業取得期間別取得者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）育児休業中の代替要員制度の状況 

育児休業中に、「産前・産後休業期間から育児休業期間中にかけて代替要員を確保する」

とした事業所は全体の 16.8％（前年比 0.1 ポイント増）、「育児休業期間中のみ代替要員を

確保する」とした事業所は 3.9％（前年比 0.5ポイント増）となっている。 

（第 12図・付表 11） 

 

第 12図 育児休業取得中の代替要員制度の状況 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0人

100人

200人

５日以下 ６日以上、

１か月未満

１か月以上、

３か月未満

３か月以上

55人
(19.0%)

81人
(28.0%)

126人
(43.6%)

27人
(9.3%)

［集計事業所数：152］

産前・産後休業期

間から育児休業期

間中にかけて代替

要員を確保する＊

16.8%

育児休業期間中

は代替要員を確

保する＊＊＊＊

3.9%

なし＊

77.4%

無回答

1.8%

集 計

事業所数

944

育児休業期間中

のみ代替要員を

確保する 

3.9％ 



21 

 

２ 配偶者出産時の育児目的休暇制度 
配偶者出産時の育児目的休暇制度の実施形態をみると、「育児・介護休業法で定める育児

休業」とした事業所の割合が 74.9％（前年比 3.1 ポイント増）、「企業独自の配偶者出産時

の育児目的休暇制度」とした事業所が 9.6％（前年比 1.8 ポイント減）となっている。（第

13図・付表 12） 

    

第 13図 配偶者出産時の育児目的休暇制度の実施形態  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３ 配偶者出産休暇制度 
（１）配偶者出産休暇制度の規定状況 

配偶者出産休暇制度を設けているとした事業所の割合は 48.9％（前年比 2.7 ポイント

減）となっており、企業規模別にみると、「300～499 人」が 72.1％と最も割合が高くなっ

ている。（第 14図・付表 14） 

 

第 14図 配偶者出産休暇制度規定状況（企業規模別） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

74.9%

9.6%

18.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

［集計事業所数：944］

育児・介護休業法で定める育児休業
を設けている

なし

企業独自の配偶者出産時の育児目的
休暇制度を設けている

48.9 

69.5 

72.1 

60.8 

40.7 

21.0 

50.2 

30.0 

27.9 

39.2 

59.3 

76.4 

0.8 

0.4 

0.0 

0.0 

0.0 

2.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

合 計

500人以上

300～499人

100～299人

30～ 99人

5～ 29人
あり

なし

無回答

［集計事業所数：944］
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（２）配偶者出産休暇の付与形態、取得可能日数及び取得率 

配偶者出産休暇について、付与形態をみると、「有給」とした事業所の割合が 88.1％(前 

年比 0.8ポイント増）、「無給」が 9.3％(前年同率）となっている。 

また、取得可能日数をみると｢４日以下｣とした事業所の割合が 83.1％（前年比 6.4 ポイ

ント増）、「５～９日」が 10.8％(前年比 1.3 ポイント減)となっている。（第 15 図・付表

15） 

 

第 15図 配偶者出産休暇の付与形態、取得可能日数及び取得率  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有 給

88.1%

無 給

9.3%

無回答

2.6%

集 計

事業所数

462

４日以下

83.1%

５～９日

10.8%

10日以上

1.1%
無回答

5.0%

集 計

事業所数

462

配偶者出産休暇の形態 取 得 可 能 日 数

男性配偶者出産休暇制度取得率

47.7％（391人／820人）



23 

 

４ 多様な休暇制度 
多様な休暇制度の内容をみると、リフレッシュ休暇があるとした事業所が 20.1％と最も

高く、次いでボランティア休暇があるとした事業所が 10.5％となっている。 

（第 16図、付表 19－1～6） 

 

第 16図 多様な休暇制度の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 子どもを持つ労働者に対する支援制度 
子どもを持つ労働者に対して、勤務時間短縮等の支援制度を導入しているとした事業 

所の割合は 79.3％（前年比 5.9 ポイント増）、導入していない事業所の割合は 14.8％

（5.4ポイント減）となっている。 

導入している制度の内容としては、「短時間勤務制度」次いで「所定外労働をさせない 

制度」が多くなっている。 

支援制度を導入している事業所における利用実績をみると、「事業所内託児所の設置運 

営やこれに準ずる便宜の供与」、次いで「フレックスタイム制度」が「利用あり」の割合 

が高くなっている。（第 17、18図・付表 20－1～7） 

 

第 17図 子どもを持つ労働者に対する支援制度の有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.9%

5.3%

20.1%

3.9%

10.5%

5.3%

50.3%

88.8%

76.2%

90.5%

84.3%

90.4%

38.8%

5.9%

3.7%

5.6%

5.2%

4.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

⑥その他

⑤不妊治療休暇

④リフレッシュ休暇

③自己啓発休暇

②ボランティア休暇

①子どもの学校行事への

参加のための休暇

［集計事業所数：944］

制度あり

制度なし

無回答

あり

79.3%

なし

14.8%

無回答

5.8%

集 計

事業所数

944
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第 18図 子どもを持つ労働者に対する支援制度の導入状況  

 

 
 
 

 

0.5%

7.2%

1.2%

12.5%

2.0%

43.8%

46.9%

0.0%

0.3%

1.5%

1.2%

0.6%

2.6%

2.1%

2.0%

0.4%

2.5%

4.6%

0.4%

14.2%

15.7%

0.6%

0.7%

1.9%

11.8%

8.3%

14.3%

6.6%

27.6%

74.9%

83.1%

60.4%

78.0%

18.1%

21.0%

69.2%

16.4%

9.9%

9.6%

10.7%

7.0%

7.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

［集計事業所数：945］

各支援制度の有無

事業所内託児所の設置運営や
これに準ずる便宜の供与

所定外労働をさせない制度

短時間勤務制度

フレックスタイム制度

始業・終業時間の繰上げ、繰
下げ

「２歳以上の子」を対象とす
る育児休業

その他

３歳に達するまで

３歳～小学校就学前

の一定の年齢まで

小学校就学の始期に

達するまで

小学校入学後も利

用可能

制度なし

無回答

［集計事業所数：944］

各支援制度の利用実績

46.7%

19.5%

56.7%

32.2%

47.7%

27.3%

14.6%

43.3%

64.6%

29.9%

52.3%

35.5%

58.8%

70.3%

10.0%

15.9%

13.4%

15.5%

16.8%

13.9%

15.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用あり

利用なし

無回答

事業所内託児所の設置運営や
これに準ずる便宜の供与

所定外労働をさせない制度

短時間勤務制度

フレックスタイム制度

始業・終業時間の繰上げ、繰
下げ

「２歳以上の子」を対象とす
る育児休業

その他

［集計事業所数：673］

［集計事業所数：707］

［集計事業所数：107］

［集計事業所数： 283］

［集計事業所数： 67］

［集計事業所数： 82］

［集計事業所数： 30］

各支援制度導入事業所における利用実績のある事業所の割合 
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６ 子の看護休暇制度 
（１）子の看護休暇制度の規定状況 

子の看護休暇制度を設けているとした事業所の割合は 79.4％（前年比 4.1 ポイント増）
となっており、企業規模別にみると、「100～299 人」では「規定している」とした事業所は
95.3％（前年比 4.8 ポイント増）となっている。（第 19図・付表 16） 

 
第 19図 子の看護休暇制度の規定状況（企業規模別） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）子の看護休暇の付与形態及び取得可能日数  

子の看護休暇制度について、付与形態をみると「有給」とした事業所の割合が 38.3％

（前年比 1.9ポイント増）、「無給」が 59.6％（前年比 1.0ポイント減）となっている。 

また、有給で取得可能な日数をみると「５～９日」とした事業所の割合が 55.4％（前年

比 0.4 ポイント増）、「10 日以上」が 32.1％（前年比 2.2 ポイント増）となっている。（第

20図・付表 17－1） 
 

第 20図 子の看護休暇の付与形態、有給で取得可能な日数 
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規定していない

無回答

有 給

38.3%
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59.6%

無回答

2.1%
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事業所数
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子の看護休暇制度の付与形態 有給の条件での取得可能日数
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利用者あり

22.1%

利用者なし

75.3%

無回答

2.5%

集 計
事業所数

750

子の看護休暇制度「利用者あり」の
男女別取得人数・割合

（３）子の看護休暇制度の利用状況 

過去１年間における子の看護休暇制度の利用状況をみると「利用者なし」が 75.3％（前

年比 1.2ポイント減）、「利用者あり」が 22.1％（前年比 1.5ポイント増）となっている。 

子の看護休暇制度の利用者を男女別でみると、女性が 65.4％、男性が 34.6％となってい

る。（第 21図・付表 18） 
 

第 21図 子の看護休暇制度の取得実績、男女別取得人数・割合 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

７ 介護休業制度 
（１）介護休業制度の規定状況 

介護休業制度を就業規則に「規定している」とした事業所の割合は 86.2％（前年比 2.2

ポイント増）、「規定していないが、整備を予定している」が 3.0％（前年比 0.9 ポイント

減）、「規定していない」が 9.7％（前年比 1.3 ポイント減）となっている。（第 22 図・付表

21） 
 

第 22図 介護休業制度の規定状況 
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(34.6%)



27 

 

93日間

75.2%

[]＊

[]

[]＊

[]

その他

4.4%

無回答

2.1%

集 計

事業所数
814

 

（２）介護休業の取得可能期間 
介護休業制度について、最長でどのくらいの期間取得できるかをみると、「93 日間」とし

た事業所の割合が 75.2％（前年比 0.2 ポイント増）と最も高く、次いで「６か月以上」が
12.2％（前年比 0.4 ポイント増）、「94 日～６か月未満」が 6.1％（前年比 0.9 ポイント
増）となっている。（第 23図・付表 22） 

 
第 23図 介護休業取得可能期間 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（３）介護休業の取得状況 

介護休業の取得状況をみると、「利用者あり」とした事業所の割合は 7.4％（前年同数）、

利用者を男女別でみると女性が 71.8％、男性が 28.2％となっている。（第 24図・付表 23） 
 

第 24図 介護休業取得状況 
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56人
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22人
(28.2%)
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８ 育児・介護休業取得時の事業所内の対応 
育児休業取得者の代替要員を確保する方法については、「代替要員の補充は行わず、同じ部門

の他の社員で対応する」が 65.3％（前年比 2.3 ポイント減）で最も多く、次いで「事業所内の

他の部門又は他の事業所から人員を異動させる」が 36.9％（前年比 1.4 ポイント増）となって

いる。 

介護休業取得者の代替要員については、「代替要員の補充は行わず、同じ部門の他の社員で対

応する」が 66.7％（前年比 2.7 ポイント減）で最も多く、次いで「事業所内の他の部門又は他

の事業所から人員を異動させる」32.9％（前年比 0.4 ポイント増）となっている。（第 25 図・

付表 24－1、2） 

 

第 25図 育児・介護休業取得時の事業所内の対応 
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［集計事業所数：944］

代替要員の補充は行わず、同じ部門の
他の社員で対応する

その他

無回答

事業所内の他の部門又は他の事業所か
ら人員を異動させる

新たに正社員を雇用する

派遣労働者やアルバイトなどを代替要
員として雇用する

育児休業

介護休業
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９ 育児・介護休業取得者の職場復帰 
（１）育児・介護休業取得者の職場復帰を円滑にするための措置 

育児・介護休業取得者の職場復帰を円滑にするための措置の内容は、いずれの休業でも

「社内報等による情報提供を行っている（職場の情報など）」が最も多く、育児休業で

29.0％（前年比 2.6 ポイント増）、介護休業で 26.2％（前年比 2.5 ポイント増）となってい

る。 

また、「特に措置はしていない」とした事業所は、育児休業で全体の 53.0％（前年比 5.3

ポイント減）、介護休業で全体の 54.2％（前年比 5.8 ポイント減）となっている。（第 26

図・付表 25－1、2） 

 

第 26図 育児・介護休業取得者の職場復帰を円滑にするための措置の有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）育児・介護休業取得者の復帰後の配置 

育児・介護休業取得者の復帰後の配置について、いずれの休業でも「原則として休業前

と同等の職場・職種に復帰させる」が最も多くなっている（育児休業 76.7％、介護休業

76.5％）。（第 27図・付表 26－1、2） 

 

第 27図 育児・介護休業取得者の復帰後の配置 
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社内報等による情報提供を行っている
（職場の状況など）

特に措置はしていない

無回答

休業中又は休業終了後に、講習等の復
帰支援を行っている

その他

育児休業

介護休業

76.7%

10.4%

3.1%

9.9%

76.5%

9.0%

2.5%

12.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

［集計事業所数：944］

原則として休業前と同等の職場・職種
に復帰させる

無回答

本人の希望を考慮し、復職場所を決め
る

会社の人事部門が、復職場所を決める
育児休業

介護休業

 



30 

 

〔３〕女性管理職の登用 
１ 女性管理職がいる事業所数割合 

全事業所のうち、女性管理職がいるとした事業所の割合は、59.9％（前年比 1.8 ポイン

ト増）となっている。 

役職別にみると、女性役員がいるとした事業所の割合は全事業所の 21.2％、同様に部長

相当職がいるとした事業所は 13.9％、課長相当職がいるとした事業所は 29.7％、係長相当

職がいるとした事業所は 32.7％となっている。 

（第 28、29図・付表 27－1、5） 

 

第 28図 女性管理職がいる事業所数割合  第 29図 女性管理職がいる事業所数割合(役職別) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 管理職者に占める女性管理職者の割合（役職別） 
役職別に管理職者に占める女性管理職者の割合をみると、役員は 17.7％、部長相当職は

10.9％、課長相当職は 17.6％、係長相当職は 29.5％となっている。 

全労働者数に占める女性管理職者の割合をみると、役員は 0.4％、部長相当職は 0.2％、

課長相当職は 0.9％、係長相当職は 1.9％となっている。 

（第 30図・付表 27－2、3） 

 

第 30図 管理職者に占める女性管理職者数割合（役職別） 
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非正規社員を

雇用している

事業所数＊

68.3%
非正規社員

を雇用して

いない事業

所数＊＊＊

24.4%

無回答

7.3%

集 計
事業所数

944

非正規社員を雇用している事業所
68.3%（645事業所）

〔４〕非正規社員の正社員転換 
１ 非正規社員から正社員への転換を推進する措置の規定状況 

非正規社員から正社員への転換を就業規則等に「規定している」とした事業所は 44.0％

（前年比 2.5 ポイント増）、就業規則等以外の方法で実施している事業所は 25.5％（前年比

1.4ポイント減）となっている。（第 31図・付表 28） 

 

第 31図 非正規社員から正社員への転換を推進する措置の規定状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 非正規社員から正社員への転換状況 
非正規社員を雇用しているとした事業所は 68.3％（前年比 0.6 ポイント増）であり、そ

のうち、過去１年間に非正規社員から正社員への転換を行った事業所は、24.5％（前年比

1.6ポイント減）となっている。（第 32図・付表 29） 

 

第 32図 非正規社員から正社員への転換が行われた事業数割合 
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〔５〕職場のハラスメント対策 
   パワーハラスメント防止対策で最も多いのは、「就業規則などの社内規定に盛り込んでい

る」で 71.3％、次いで「相談・苦情窓口の設置」が 69.9％、「トップの宣言,会社の方針に

定めている」が 54.7％などとなっている。 

セクシャルハラスメント防止対策で最も多いのは、「就業規則などの社内規定に盛り込ん

でいる」で 74.2％、次いで「相談・苦情窓口の設置」70.3％、「トップの宣言,会社の方針に

定めている」55.8％などとなっている。 

マタニティハラスメント防止対策を実施しているとした事業所における取組の内容として 

最も多いのは、「相談・苦情窓口の設置」で 64.8％、次いで「就業規則などの社内規定に盛

り込んでいる」が 62.6％、「トップの宣言,会社の方針に定めている」が 50.5％などとなっ

ている。（第 33図・付表 30－1～3） 

 

第 33図 職場のハラスメント防止対策の状況 
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62.6%

37.8%

3.2%

16.2%
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0% 20% 40% 60% 80%

［集計事業所数：944］

トップの宣言、会社の方針に定めている

その他

無回答

相談・苦情窓口の設置

就業規則などの社内規定に盛り込んでいる

管理職や一般社員を対象にしたハラスメント
についての講演や研修会の実施

実施していない
パワーハラスメント

セクシャルハラスメント

マタニティハラスメント



33 

 

〔６〕採用と離職 
過去１年間の正社員の採用人数と、そのうち離職した人数及び離職率は次の図のとおりで

あった。（第 34、35図・付表 31－2、3） 

【男性・離職率】 

新卒…中・高卒 6.1％、短大・専門学校卒 6.7％、大学卒 4.1％ 

中途採用…18.3％ 

 

【女性・離職率】 

新卒…中・高卒 9.0％、短大・専門学校卒 7.4％、大学卒 3.3％ 

中途採用…20.2％ 

 

 

第 34図 過去１年間の正社員新規採用人数とそのうち離職した人数（男） 

 

第 35図 過去１年間の正社員新規採用人数とそのうち離職した人数（女） 
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〔７〕職業能力開発訓練 
１ 職業能力開発訓練の必要性 

       職業能力開発訓練を重要・必要だと考えているとした事業所は全体の 86.3％となってお

り、職業能力開発訓練を積極的に受けさせている事業所は全体の 53.4％となっている。 

（第 36図・付表 32） 

 

第 36図 職業能力開発訓練の必要性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 重視する職業能力開発訓練 
    職業能力開発訓練を受けさせる際に重視する内容としては、「現業務のレベルアップ、管

理・監督能力向上のための研修」が 52.8％で最も高く、次いで「事業分野に関する基礎的

な知識・技能を付与するような研修」49.9％などとなっている。（第 37図・付表 33） 

 

第 37図 重視したいと考える職業能力開発訓練 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

従業員の職業能

力開発訓練は重

要であると考え

ており、従業員

に必要に応じて

積極的に受けさ

せている＊＊＊

53.4%従業員の職業能

力開発訓練の必

要性は感じてい

るが、あまり受

けさせていない

32.9%

従業員の職業能

力開発訓練に必

要性は特に感じ

ていない＊＊＊

11.4%

無回答

2.2%

集 計

事業所数

944

24.6%

49.9%

52.8%

7.3%

9.4%

7.7%

39.3%

21.1%

7.8%

9.0%

0% 20% 40% 60%

［集計事業所数：944］

職業人としての常識や接客マナーの向上に関する研修

事業分野に関する基礎的な知識・技能を付与するような研修

現業務のレベルアップ、管理・監督能力の向上のための研修

職種の拡大・転換を図るような能力向上のための研修

業務管理ツールやＲＰＡなど業務効率化のためのデジタル技
術研修

ＩｏＴ、ＡＩなど付加価値向上のためのデジタルスキル研修

資格取得、資格維持を目的とする研修

従業員の士気向上を図る研修

特に考えていない

無回答
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３ 国や県が実施するセミナーの受講状況 
    「これまで受講させたことがあり、今後も受講させる予定である」が 27.5％、「これまで

受講させたことはないが、今後は受講を検討したい」が 41.2％などとなっている。 

（第 38図・付表 34） 

 

第 38図 国や県実施の各種セミナーの受講状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これまで受講させ

たことがあり、今

後も受講させる予

定である＊＊＊＊

＊27.5%

これまで受講させたことはない

が、今後は受講を検討したい＊

41.2%

以前に受講させた

ことがあったが、

今後は受講させる

予定はない＊＊＊

6.1%

セミナー等が実

施されているこ

と自体を知らな

かった＊＊＊＊

19.1%

無回答

6.0%

集 計

事業所数

944
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〔８〕働き方改革 
１ 働き方改革への取組み内容 

取組み内容として最も多いのは、「有給休暇の取得促進」で 86.3％（前年比 0.8 ポイント

減）、次いで「半日・時間単位等柔軟な年次有給休暇取得制度の導入」が 56.8％、「ノー残

業デーの実施や労働時間の状況把握など、所定外労働時間の縮減」が 55.9％となっている。

（第 39図・付表 35） 

 

第 39図 働き方改革への取組み内容  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.9%

86.3%

34.7%

7.8%

47.0%

32.2%

9.6%

6.5%

10.0%

9.7%

56.8%

31.9%

16.1%

25.4%

0.6%

2.2%

1.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

［集計事業所数：944］

ノー残業デーの実施や労働時間の状況把握な
ど、所定外労働時間の縮減

有給休暇の取得促進

同一労働同一賃金への対応（正社員と非正規
社員間の不合理な待遇差の是正）

勤務間インターバル制度の導入

子育て・介護等と仕事の両立支援

病気の治療と仕事の両立支援

テレワークの推進

副業・兼業の推進

フレックスタイム制度の推進

多様な正社員制度（短時間正社員制度）の導入

半日・時間単位等柔軟な年次有給休暇取得制度
の導入

資格取得等キャリアアップ支援制度の導入

従業員の仕事と生活の両立を支援する旨の公
表と従業員へ周知

女性の活躍を推進する旨の公表と従業員へ周知

その他の取組み

特に取り組んでいない

無回答
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２ 時間外労働の上限規制による影響 
 時間外労働の上限規制による影響については、「従業員の意識変化により、時間外労働は

減少した」が 36.5％（前年比 2.9 ポイント減）、「上限規制開始前から時間外労働が少ない

ため、あまり変わりはない」が 34.7％（前年比 5.0 ポイント増）となっている。（第 40

図・付表 36） 

 

第 40図 時間外労働の上限規制による影響  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

３ テレワークの導入状況 
テレワークの導入状況について、「在宅勤務を導入している」が 14.7％（前年比 0.1 ポイ

ント増）、「モバイルワークを導入している」が 5.2％（前年比 0.4 ポイント減）となってい

る一方で、「導入予定はない」とした事業所が 80.4％（前年比 0.3 ポイント増）となってい

る。（第 41図・付表 37） 
 

第 41図 テレワークの導入状況  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30.9%

36.5%

15.9%

7.5%

8.7%

34.7%

2.4%

0.2%

7.9%

3.4%

0% 20% 40% 60%

［集計事業所数：944］

業務内容や手順を見直したことにより、時間外労働は減少した

従業員の意識変化により、時間外労働は減少した

新たな作業機器、システムの導入等による業務生産性の向上によ
り、時間外労働は減少した

従業員の増員により、時間外労働は減少した

一般従業員の時間外労働は減少したが、管理職等の時間外労働は増
加した

上限規制開始前から時間外労働が少ないため、あまり変わりはない

時間外労働の上限規制については知っていたが、対応できていない

時間外労働の上限規制が始まっていることを知らなかった

その他

無回答

14.7%

5.2%

1.6%

0.7%

80.4%

2.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

［集計事業所数：944］

在宅勤務を導入している

導入予定はない

無回答

モバイルワークを導入している

サテライトオフィス勤務を導入している

今後１年以内に導入予定である
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Ⅴ 令和５年山形県労働条件等 

   実態調査票（集計結果表示） 
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令和５年 山形県労働条件等実態調査 

（注１） 正 規 職 員：常用労働者のうち、一般に「正社員」、「正職員」として処遇されている人をいう。 
（注２） 非正規職員：上記の「正規職員」以外で、例えば「契約社員」、「嘱託」、「パートタイマー」、「アルバイト」又はそれに近い

雇用形態で処遇されている人をいう。 

 

 
この調査票は、統計以外の目的には使用しませんので、ありのままを記入してください。 

 
記入上のお願い 

① この調査は事業所を単位として調査を行います（「Ⅰ企業の概要」については、企業全体の状況に

ついてお答えください）。なお、貴事業所のみで判断できない項目や把握できない項目については、

お手数ですが本社等に確認のうえ回答してください。また、就業規則等に定められた事項に関する

項目については、お手数ですが、就業規則等を確認のうえ、回答願います。 

② 調査項目については、該当する番号を○で囲むか、必要事項を記入してください。 

③ 「過去１年間」の状況とは、次のいずれかの状況で記入してください。 

・暦年で区切りとしている場合は、令和４年１月１日～令和４年 12月 31日の１年間の状況 

・年度で区切りとしている場合は、令和４年４月１日～令和５年 ３月 31日の１年間の状況 

・上記のほか、貴事業所で区切りとしている直近の事業年度１年間の状況 

④ 特に断りのない限り、令和５年８月 31日現在の状況で記入してください。 

⑤ 調査票は、同封の返信用封筒（切手不要）に入れて９月 13日（水）までに投函してください。 

⑥ この調査に関して不明な点がありましたら下記までお問い合せください。 

 《問合せ先》 山形県産業労働部 雇用・産業人材育成課 働く女性サポート室 

        〒990-8570 山形市松波二丁目８番１号 

        電話 ０２３－６３０－２４３９  ファックス ０２３－６３０－２３７６ 

記入内容について問い合せさせていただく場合がありますので、ご記入をお願いします。 

記入担当者 

 

所 属 氏 名      

所 属                      氏 名             

電話番号 市外局番 （     ）     局      番（内線     番） 

ファックス番号   （     ）     局      番 

Ⅰ 企業の概要 

       事業所名等に誤りがあった 

      場合は訂正をお願いします。→ 

 

 

 

 

企業全体の労働者数および労働組合の有無について、該当する番号を○で囲んでください。 

貴事業所を含む企業全体の全常用労働者（注）  労働組合の有無 

０ １ ２ ３ ４ ５  １ ２ 

5人未満 

(0.0%) 

5～29人 

(29.2%) 

30～99人 

(15.4%) 

100～299人

(24.6%) 

300～499人

( 7.2%) 

500人以上

(23.6%) 

 有 

(27.0%) 

無 

(71.3%) 
 
 
（注）「常用労働者」とは、下記の(イ)又は(ロ)に該当する労働者のことです。（以下の質問において同じ。） 
    (イ) 期間を定めずに雇われている者 
    (ロ) １ヵ月以上の期間を定めて雇われている者  
   なお、労働者派遣法に基づく派遣元事業所から派遣された派遣労働者は含まれません。 
 

注意）ここからは、「企業全体」ではなく、「貴事業所について」記入してください。 

Ⅱ 事業所の概要 貴事業所の常用労働者について各種人数を記入してください。 

常用労働者 男  性 女  性 合  計 

うち正規職員（注１） 33,839 ( 44.7%)人 20,363 ( 26.9%)人 54,202 ( 71.6%)人 

うち非正規職員（注２） 8,353 ( 11.0%)人 13,173 ( 17.4%)人 21,526 ( 28.4%)人 

合計 42,192 ( 55.7%)人 33,536 ( 44.3%)人 75,728 (100.0%)人 

（N=944事業所） （N=944事業所）（無回答 1.7%） 

㊙ 

 

 

（宛名ラベルを貼付） 

（N=75,728人） 
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Ⅲ 労働時間・休日制度等について 

（１）週所定労働時間について 
 

問１．貴事業所の制度上の週所定労働時間は何時間ですか。年間や月、日単位で定めている場合、週に

直して記入してください。 

１事業所当たり週所定労働時間 39時間  6分 

労働者１人当たり週所定労働時間 38時間 46分 

 

 

 

 

（２）週休制について 
 

問２．貴事業所の週休制の実施形態について、該当する番号を１つ○で囲んでください。 

１ 週休１日制 ( 2.1%) ／ ( 0.4%) 

２ 週休１日半制 ( 1.2%) ／ ( 0.2%) 

３ 何らかの週休２日制（注） (86.0%) ／ (89.8%) 

４ その他 (10.7%) ／ ( 9.7%) 
 

   （注）「何らかの週休２日制」とは、以下①～⑥のいずれかを実施している場合です。 

     ①「完全週休２日制」…毎週、週休２日制を行っているもの。 

②「月３回週休２日制」…１ヵ月のうち週休２日制を３回行っているもの。 

③「４週７休制」…４週を区切りとして、４週のうち３週を週休２日としているもの。 

     ④「月２回週休２日制」…１ヵ月のうち週休２日制を２回だけ行っているもの。 

     ⑤「月１回週休２日制」…１ヵ月のうち週休２日制を１回だけ行っているもの。 

⑥「４週５休制」…４週のうち１週が週休２日となるもの。 

 なお、従業員が交替で休む場合や年間休日カレンダーで休日を設定している場合でも、実質的に①～⑥に

該当していれば「何らかの週休２日制」に該当します。 

 
（３）年次有給休暇について 
  
問３．貴事業所の過去１年間の年次有給休暇の利用状況を記入してください。 

年休を付与されている人数 68,688人 

一人平均付与日数（繰越日数は除く） 〈平均〉17.5 

一人平均取得日数（繰越日数を含む）（注） 〈平均〉11.7 
 
（注）「取得日数」…労働者が当該休暇年度内に実際に利用した日数をいいます。（繰越日数を含む） 

 
（４）年間休日について 

 

問４．過去１年間の年間休日日数（年次有給休暇は除く）を記入してください。なお、週休日と国民の休

日が重なった場合は、週休日を基本とし、重複のないように記入してください。 

週 休 日 
１事業所平均年間休日総数  111.6日 

 
労働者１人平均年間休日総数  117.3日   

週休日以外の休日（国民の祝日、年末年始、夏季休暇等） 

合   計（１年間の休日日数） 
 
  
 
（注）部門、職種などにより年間休日日数が異なる場合は、貴事業所において最も適用労働者の多いものについて

記入してください。 

 （例）令和４年１月１日～令和４年１２月３１日の期間で、毎週土曜日と日曜日が休日の完全週休２日制の事業所の 
年間休日は、 
① 週休日  １０５日（土曜日、日曜日）  
② 国民の祝日 １５日（週休日を除く） 
③ 年末年始（１２／２９～１／３） ３日（週休日、国民の祝日を除く） 
④ 夏季休暇（８／１２～８／１６） ３日（週休日、国民の祝日を除く） 
合  計（１年間の休日日数）  （①＋②＋③＋④）＝ １２６日 

（N=926事業所 ／ 75,112労働者数） 

（N=934事業所 ／ 74,975労働者数） 

（N=867事業所） 

（注） 
・就業規則等で定められた所定労働時間（所定外、休日
労働、休憩時間を除く実労働時間をいう）を記入して
ください。 

・部門、職種などにより所定労働時間が異なる場合は、
貴事業所において最も適用労働者の多いものについ
て記入してください。 

・変形労働時間制を採用している事業所については、 
週あたりの平均を記入してください。 

平均取得率：66.6% 

 

（N=908事業所 ／ 74,105労働者数） 
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Ⅳ 各種休業・休暇制度について 

（１）育児休業制度について 
 

問５．貴事業所では、育児休業制度を就業規則に規定していますか。該当する番号を１つ○で囲んでくだ

さい。 

１ 規定している (91.1%) 

２ 規定していないが、整備を予定している ( 3.2%) 

３ 規定していない（注） ( 5.1%) 

問６．子どもが何歳になるまで育児休業をすることができますか。該当する番号を１つ〇で囲んでく

ださい。この場合の育児休業とは、法で規定された配偶者の死亡、保育所等に入所できない

場合等特別な事情がなくても取得できるものに限ります。 

１ 子どもが２歳未満 (83.5%) 

２ 子どもが２歳～３歳未満 (10.3%) 

３ 子どもが満３歳以上 ( 2.4%) 

４ その他（          ） ( 1.4%) 

 
 
（２）育児休業等取得状況について 
 

問７．貴事業所で、令和４年４月１日～令和５年３月３１日の期間内に出産を予定していた女性従業員は

いましたか。該当する番号を１つ〇で囲んでください。 

１ あり (29.6%) 

２ なし (69.9%) 

 
問８．出産予定者数及びその内訳を記入してください。 

出産予定者（合計） 

内訳 

うち 

在職したまま出産した者 
うち 

出産を前に退職した者 

790人(100.0%) 784人( 99.2%) 6人(  0.8%) 

 
 

 
 
問９．在職したまま出産した者のうち、以下に該当する人数をすべて記入してください。 

① 産後休業取得中、あるいは取得後に退職した者 12人 ( 1.5%) 

② 産後休業取得後、直ちに職場復帰した者  13人 ( 1.7%) 

③ 
産後休業取得後、育児休業を取得した者 
（現在育児休業中または既に復帰した者を含む） 

759人 (96.8%) 

 

問１０．貴事業所において、育児休業等取得中の代替要員制度を設けていますか。 
該当する番号を１つ○で囲んでください。 

１ 産前・産後休業期間から育児休業期間中にかけて代替要員を確保する (16.8%) 

２ 育児休業期間中のみ代替要員を確保する ( 3.9%) 

３ なし (77.4%) 

 
 

（注）就業規則に規定していない場合でも、育児・介護休業法により、従業員からの申出があれば

育児休業を取得させなければなりません。 

問９へお進みください 

 問７へお進みください 

（注）子どもの年齢ではなく、年数で決めてい
る場合は子どもの年齢に換算してお答え
ください。 

 問１０へお進みください 

 

（N=944事業所） 

（N=944事業所） 

（N=944事業所） 

（N=860事業所） 

（N=279事業所） 

（N=279事業所） 
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（３）配偶者出産時の育児目的休暇制度について 
 

問１１．貴事業所では、配偶者が出産した男性従業員に対する育児目的休暇制度（育児・介護休業法で

定める育児休業を含む）を設けていますか。該当する番号すべてを〇で囲んでください。 

（該当なしの場合は「３」のみ〇で囲んでください。） 

１ 育児・介護休業法で定める育児休業を設けている (74.9%) 

２ 企業独自の配偶者出産時の育児目的休暇制度を設けている ( 9.6%) 

３ なし (18.4%) 

 

問１２．貴事業所で、過去１年間に配偶者が出産した男性従業員の数と、そのうち育児目的休暇（育児・

介護休業法で定める育児休業を含む）を取得した男性従業員の数を右欄に記入してください。 

  

問１３．上記②の男性従業員が育児休業を取得した期間について、該当する期間区分の人数を記入

してください。 

育児休業を取得した期間 人数（上記②の内訳） 

５日以下  55人( 19.0%) 

６日以上、１か月未満  126人( 43.6%) 

１か月以上、３か月未満  81人( 28.0%) 

３か月以上  27人(  9.3%) 

（注）育児・介護休業法に基づく育児休業の取得期間についてお答えください。 

 
 
（４）配偶者出産休暇制度について 

  （注）「配偶者出産休暇制度」とは、配偶者の出産の際に、病院の入院・退院、出産等の付添い等のために

男性労働者に与えられる休暇をいいます。（育児休業制度とは異なりますので、ご注意ください。） 

 

問１４．貴事業所で、配偶者の出産に伴う男性従業員への休暇制度（配偶者出産休暇制度）は設けてい

ますか。該当する番号を１つ〇で囲んでください。 

１ あり (48.9%) 

２ なし (50.2%) 

 

問１５．配偶者出産休暇の形態として該当する番号を○で囲み、取得できる日数を記入してください。

また、問１２－①の「過去１年間に配偶者が出産した男性従業員」のなかで、配偶者出産休暇

を取得した男性従業員の数を記入してください。 

配偶者出産休暇の形態 １ 有給(88.1%) ２ 無給( 9.3%) 

取得可能日数 〈平均〉2.5日 

配偶者出産休暇を取得した男性従業員の数 
391人 

男性配偶者出産休暇取得率 ( 47.7%) 

 
 
 
 

① 過去１年間に配偶者が出産した男性従業員の数 820人(100.0%) 

② 
上記①のうち、育児・介護休業法で定める育児休業を取得した男性従業員

の数 
289人( 35.2%) 

③ 
上記①のうち、企業が独自に定める育児目的休暇制度を取得した男性従業

員の数 
49人(  6.0%) 

（注）育児休暇等の日数ではなく、出産の付き添い等のための休暇日数です。 

 

 問１６へお進みください 

（N=944事業所） 

（N=892事業所） 

（N=152事業所） 

（N=944事業所） 

（N=462事業所） 
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（５）子の看護休暇制度について 

  （注）「子の看護休暇制度」とは、病気・けがをした小学校就学前の子の看護のためや予防接種又は健康診断を

小学校就学前の子に受けさせるために与えられる休暇をいいます。（育児休業制度とは異なりますので、

ご注意ください。） 

 

問１６．貴事業所では、子の看護休暇制度を就業規則に規定していますか。該当する番号を１つ〇で

囲んでください。 

１ 規定している (79.4%) 

２ 規定していないが、整備を予定している ( 4.3%) 

３ 規定していない（注） (15.4%) 

 
 
 
 

問１７．子の看護休暇制度の形態として該当する番号を〇で囲み、取得できる日数を記入してください。 

子の看護休暇制度の形態 １ 有給(38.3%)（〈平均〉7.3日） ２ 無給(59.6%) 

取得可能日数 

小学校就学前の子１人につき     〈平均〉  5.7日 

小学校就学前の子２人以上の場合は  〈平均〉 10.3日 

その他               〈平均〉  8.4日 

 
 
問１８．貴事業所で、過去１年間に子の看護休暇制度を利用した従業員の人数を記入してください。 

男 性 女 性 利用者なし 
 

(75.3%) 
493人 
[34.6%] 

931人 
[65.4%] 

 

（６）多様な休暇制度について 

問１９．貴事業所では、以下のような休暇制度がありますか。ある場合は取得できる日数を記入し、有給・

無給について該当するものを〇で囲んでください。当該休暇制度がない場合は「制度なし」を〇で

囲んでください。 

  制度ありの場合  

  
制度 

あり 

平均取得 

日数 
有給 無給 

制度 

なし 

① 子どもの学校行事への参加のための休暇  5.3% 6.3日 74.0% 22.0% 90.4% 

② ボランティア休暇 10.5% 14.9日 84.8% 14.1% 84.3% 

③ 自己啓発休暇 3.9% 87.0日 81.1% 16.2% 90.5% 

④ リフレッシュ休暇 20.1% 6.6日 96.8% 2.6% 76.2% 

⑤ 不妊治療休暇 5.3% 23.6日 66.0% 32.0% 88.8% 

⑥ その他（              ） 10.9% 6.4日 72.8% 25.2% 50.3% 

 
 
 
 
 
 
 

 問１９へお進みください 

（注）就業規則に規定していない場合でも、育児・介護休業法により、従業員からの申出があれば子の

看護休暇を取得させなければなりません。 

 

（N=944事業所） 

（N=750事業所） 

（N=944事業所）（制度あり ①N=50 ②N=99 ③N=37 ④N=190 ⑤N=50 ⑥N=103） 

（利用者あり 22.1%） 

（無回答    2.5%） 

 看護休暇取得従業員数 1,424人［100.0%］ 

（N=750事業所） 
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（７）子どもを持つ労働者に対する支援制度について 
 

問２０．貴事業所では、子どもを持つ労働者に対する支援制度を導入していますか。また、過去１年間で利用

の実績はありますか。「制度の有無」及び「利用の実績」のあてはまる番号を○で囲んでください。 

 制度の有無及び最長取得期間 利用の実績 

制度あり 

制度 

なし 

利用 

あり 

利用 

なし 

３歳に達
するまで 

 
 
 

３歳～小

学校就学

前の一定

の年齢ま

で 

小学校就

学の始期

に達する

まで 

 

小学校入

学後も利

用可能 

 

 

所定外労働をさせない制度（注１） (46.9%) ( 2.1%) (15.7%) ( 6.6%) (21.0%) (14.6%) (70.3%) 

短時間勤務制度（注１） (43.8%) ( 2.6%) (14.2%) (14.3%) (18.1%) (27.3%) (58.8%) 

フレックスタイム制度 ( 2.0%) ( 0.6%) ( 0.4%) ( 8.3%) (78.0%) (47.7%) (35.5%) 

始業・終業時間の繰上げ、繰下

げ 
(12.5%) ( 1.2%) ( 4.6%) (11.8%) (60.4%) (32.2%) (52.3%) 

事業所内託児所の設置運営やこ

れに準ずる便宜の供与 （注２） 
( 1.2%) ( 1.5%) ( 2.5%) ( 1.9%) (83.1%) (56.7%) (29.9%) 

「２歳以上の子」を対象とする 

育児休業 （注３） 
( 7.2%) ( 0.3%) ( 0.4%) ( 0.7%) (74.9%) (19.5%) (64.6%) 

その他（       ）（注４） ( 0.5%) ( 0.0%) ( 2.0%) ( 0.6%) (27.6%) (46.7%) (43.3%) 

 
 

（注１）育児・介護休業法では、３歳未満の子を養育する男女労働者について、所定労働時間を超えて労働しないこと

を希望する場合、所定外労働を免除すること、１日の所定労働時間を原則として６時間とする「短時間勤務制

度」を設けることを、事業主に義務付けています。 

（注２）事業所内託児施設を設置したり、労働者がベビーシッターを利用した場合の経費の一部を事業主が負担したり、

あるいは事業主がベビーシッター会社等育児に係るサービス会社と契約して労働者の利用に供したりする制

度などをいいます。 

（注３）問６で育児休業を取得できる労働者の子どもの年齢について選択肢２または３に○をつけた事業所は、本問

の該当する番号（１～４）に○をつけてください。 

（注４）この欄の記入内容については、「子の看護休暇制度」・「育児時間制度」を除きます。 

 

（８）介護休業制度について 

問２１．貴事業所では、介護休業制度を就業規則に規定していますか。該当する番号を１つ〇で

囲んでください。 

１ 規定している (86.2%) 

２ 規定していないが、整備を予定している ( 3.0%) 

３ 規定していない（注） ( 9.7%) 

 
 
 
 

問２２．介護休業をどのくらいの期間取得することができますか。該当する番号を１つ〇で囲

んでください。 

１ ９３日間 (75.2%) 

２ ９４日～６ヶ月未満 ( 6.1%) 

３ ６ヶ月以上 (12.2%) 

４ その他（            ） ( 4.4%) 

 

（注）就業規則に規定していない場合でも、育児・介護休業法により、従業員からの申出があれば

介護休業を取得させなければなりません。 

 問２４へお進みください 

（注）「介護休業」とは、要介護状態にある対象家族
を介護するための休業をいいます。 

※対象家族とは、配偶者、父母、子、祖父母、
兄弟姉妹及び孫・配偶者の父母。 

（N=944事業所）    （N=制度あり） 

（N=944事業所） 

（N=814事業所） 
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問２３．貴事業所で、過去１年間に介護休業制度を利用した従業員の人数を記入してください。 

男 性 女 性 利用なし 
 

(90.2%) 
22人 
[28.2%] 

56人 
[71.8%] 

 

 
（９）休業取得時の事業所内での対応について 
 
問２４．育児、介護休業の利用が見込まれる場合に、貴事業所内ではどのような対応をしていますか。

休業の種類ごとに該当する番号すべてを〇で囲んでください。 
対応の内容 育児休業 介護休業 

代替要員の補充は行わず、同じ部門の他の社員で対応する (65.3%) (66.7%) 

事業所内の他の部門又は他の事業所から人員を異動させる (36.9%) (32.9%) 

新たに正社員を雇用する (11.7%) ( 8.3%) 

派遣労働者やアルバイトなどを代替要員として雇用する (36.7%) (30.9%) 

その他（                       ） ( 4.4%) ( 4.1%) 

 
 
（10）休業取得者の職場復帰について 

 
問２５．育児、介護休業者の職場復帰を円滑にするための措置はありますか。休業の種類ごとに該当

する番号すべてを〇で囲んでください。 

措置の内容 育児休業 介護休業 

社内報等による情報提供を行っている（職場の状況など） (29.0%) (26.2%) 

休業中又は休業終了後に、講習等の復帰支援を行っている (11.3%) ( 8.5%) 

その他（                      ） ( 8.6%) ( 7.3%) 

特に措置はしていない (53.0%) (54.2%) 

 
問２６．育児、介護休業者が、休業取得後に復職する場合、どのような対応をしていますか。 

休業の種類ごとに該当する番号を１つ〇で囲んでください。 
対応の内容 育児休業 介護休業 

原則として休業前と同等の職場・職種に復帰させる (76.7%) (76.5%) 

本人の希望を考慮し、復職場所を決める (10.4%) ( 9.0%) 

会社の人事部門が、復職場所を決める ( 3.1%) ( 2.5%) 

 
 
Ⅴ 女性管理職の登用について 

 

問２７．貴事業所における管理職の人数（男女の合計）、及びそのうちの女性管理職の人数を記入してく

ださい。 
     登用状況 
管理職 

貴事業所の 
管理職人数 

うち女性の 
管理職人数 

役   員 1,604人(100.0%)[2.1%]〈3.2人〉 284人(100.0%)[0.4%]〈1.4人〉 

部長相当職 1,734人(100.0%)[2.3%]〈3.4人〉 189人(100.0%)[0.2%]〈1.4人〉 

課長相当職 3,798人(100.0%)[5.0%]〈6.1人〉 670人(100.0%)[0.9%]〈2.4人〉 

係長相当職 4,830人(100.0%)[6.4%]〈9.1人〉 1,425人(100.0%)[1.9%]〈4.6人〉 

 
（注）・企業全体ではなく、貴事業所のみの人数を記入してください。 

・「管理職」とは、企業の組織系列の各部署において、配下の係員を指揮・監督する役職のほか、専門職、
スタッフ管理職と呼ばれる役職を含みます。 

・部長、課長等の役職名を採用していない場合や、次長等役職欄にない職については、貴事業所の実態に
より、適宜判断してください。 

 

（N=944事業所） 

（N=944事業所） 

（N=944事業所） 

（利用者あり  7.4%） 

（無回答    2.5%） 

 介護休暇取得従業員数 78人［100.0%］ 

（N=814事業所） 

労働者全体 75,728人［100.0%］ 〈平均人数〉 
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Ⅵ 非正規社員の正社員転換について 

問２８．貴事業所において、非正規社員から正社員への転換を推進する措置の規定状況について、

該当する番号を１つ○で囲んでください。 

１ 就業規則、労働協約に規定している (44.0%) 

２ １以外の方法で実施している (25.5%) 

３ 実施していない (27.4%) 

 

問２９．貴事業所において、過去１年間に６ヶ月以上雇用していた非正規社員の人数を左側の欄に記入

してください。また、過去１年間に非正規社員から正社員へ転換された人数を右側の欄に記入し

てください。（非正規社員がいない事業所は、雇用者数の欄を空欄とするか、０人と記入してくだ

さい。） 

過去１年間の非正規社員の雇用者数 うち正社員への転換人数 

男性 女性 男性 女性 

6,410人 [38.4%] 10,277人 [61.6%] 226人 [3.5%] 222人 [2.2%] 

 
 
 

Ⅶ 職場のハラスメント対策について 

問３０．貴事業所で実施している職場内のハラスメント防止の対策について、ハラスメントの種類ごと

に該当する番号すべてを○で囲んでください。 

実施している対策 
マタニティ 

ハラスメント 

パワー 

ハラスメント 

セクシャル 

ハラスメント 

トップの宣言、会社の方針に定めている (50.5%) (54.7%) (55.8%) 

相談・苦情窓口の設置 (64.8%) (69.9%) (70.3%) 

就業規則などの社内規定に盛り込んでいる (62.6%) (71.3%) (74.2%) 

管理職や一般社員を対象にしたハラスメントに
ついての講演や研修会の実施 

(37.8%) (42.7%) (42.1%) 

その他 ( 3.2%) ( 3.3%) ( 2.9%) 

実施していない (16.2%) (12.8%) (11.1%) 

 

Ⅷ 採用と離職について 

問３１．過去１年間の正社員の新規採用人数と、そのうち同年度内に離職した人数を記入してください。 

    （採用していない場合は空欄とするか、０人と記入してください。） 

性 

別 

新卒 
中途採用 

中・高卒 短大・専門学校卒 大学卒 

採用人数 うち離職人数 採用人数 うち離職人数 採用人数 うち離職人数 採用人数 うち離職人数 

合計 658人 48人( 7.3%) 405人 29人( 7.2%) 592人 22人( 3.7%) 2,686人 514人(19.1%) 

男 380人 23人( 6.1%) 134人 9人( 6.7%) 320人 13人( 4.1%) 1,504人 275人(18.3%) 

女 278人 25人( 9.0%) 271人 20人( 7.4%) 272人 9人( 3.3%) 1,182人 239人(20.2%) 

 

 

 

 

（N=944事業所） 

（N=944事業所） 

（N=944事業所） 

［N=16,687人］   <N=6,410人（男性）   10,277人（女性）> 

（944事業所） ／ 非正規社員を雇用 68.3%  非正規社員を雇用していない 24.4%  無回答 7.3% 
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Ⅸ 職業能力開発訓練について 

 問３２．貴事業所における職業能力開発訓練の位置付けについてお伺いします。以下のうち該当する 

番号を○で囲んでください。 

１ 
従業員の職業能力開発訓練は重要であると考えており、従業員に必要に応じて 
積極的に受けさせている。 

(53.4%) 

２ 従業員の職業能力開発訓練の必要性は感じているが、あまり受けさせていない。 (32.9%) 

３ 従業員の職業能力開発訓練に必要性は特に感じていない。 (11.4%) 

（注）・「職業能力開発訓練」とは、通常業務を一時的に離れて行う職業能力開発向上のための教育訓練
（ＯＦＦ－ＪＴ）をいいます。以下同じです。 

 

問３３．貴事業所は、これからどのような職業能力開発訓練（研修）を重視したいと考えていますか。 

   該当する番号を３つまで○で囲んでください。 

１ 職業人としての常識や接客マナーの向上に関する研修 (24.6%) 

２ 事業分野に関する基礎的な知識・技能を付与するような研修 (49.9%) 

３ 現業務のレベルアップ、管理・監督能力の向上のための研修 (52.8%) 

４ 職種の拡大・転換を図るような能力向上のための研修 ( 7.3%) 

５ 業務管理ツールや RPAなど業務効率化のためのデジタル技術研修 ( 9.4%) 

６ IoT、AIなど付加価値向上のためのデジタルスキル研修 ( 7.7%) 

７ 資格取得、資格維持を目的とする研修 (39.3%) 

８ 従業員の士気向上を図る研修 (21.1%) 

９ 特に考えていない ( 7.8%) 

 

問３４．国や県では、各事業所の在職者を対象とした各種の能力開発セミナーを実施していますが、貴事 

    業所では、従業員にこのセミナーを受講させたことがありますか。該当する番号を○で囲んでください。 

１ これまで受講させたことがあり、今後も受講させる予定である。 (27.5%) 

２ これまで受講させたことはないが、今後は受講を検討したい。 (41.2%) 

３ 以前に受講させたことがあったが、今後は受講させる予定はない。 ( 6.1%) 

４ セミナー等が実施されていること自体を知らなかった。 (19.1%) 

 

Ⅹ 働き方改革等について 

問３５．働き方改革等の取組みとして、どのようなことに取り組んでいますか。該当する番号すべてを〇で

囲んでください。 

１ ノー残業デーの実施や労働時間の状況把握など、所定外労働時間の縮減 (55.9%) 

２ 有給休暇の取得促進 (86.3%) 

３ 同一労働同一賃金への対応（正社員と非正規社員間の不合理な待遇差の是正） (34.7%) 

４ 勤務間インターバル制度の導入 ( 7.8%) 

５ 子育て・介護等と仕事の両立支援 (47.0%) 

６ 病気の治療と仕事の両立支援 (32.2%) 

７ テレワークの推進（注 1） ( 9.6%) 

８ 副業・兼業の推進 ( 6.5%) 

９ フレックスタイム制度の推進 (10.0%) 

10 多様な正社員制度（短時間正社員制度）の導入 ( 9.7%) 

11 半日・時間単位等柔軟な年次有給休暇取得制度の導入 (56.8%) 

12 資格取得等キャリアアップ支援制度の導入(注 2) (31.9%) 

13 従業員の仕事と生活の両立を支援する旨の公表と従業員へ周知(注 3) (16.1%) 

14 女性の活躍を推進する旨の公表と従業員へ周知(注 4) (25.4%) 

（N=944事業所） 

（N=944事業所） 

（N=944事業所） 

（N=944事業所） 
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15 その他の取組み（                         ） ( 0.6%) 

16 特に取り組んでいない ( 2.2%) 

（注 1）テレワークとは、情報通信技術を活用した、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方のことです。 

(注 2）資格取得等キャリアアップ支援制度とは、従業員のキャリアアップ支援を行うため、資格取得にかかる 

費用や研修費等を支援する制度をいいます。 

(注 3) 経営方針や年度方針にワークライフバランスを推進する旨を明記、次世代育成支援対策推進法に基づき 

   一般事業主行動計画の策定・周知・公表するなど。 

(注 4) 経営方針や年度方針に女性の活躍を推進する旨を明記、「女性の活躍推進企業データベース」に女性の 

   活躍に関するデータを公表、女性活躍推進法に基づき一般事業主行動計画の策定・周知・公表するなど。 

問３６．平成 31 年４月（中小企業については、令和２年４月）より、１か月について 45 時間、１年について

360 時間までという時間外労働の上限規制が開始されていますが、これに伴い貴事業所ではど

のような影響がありましたか。該当する番号すべてを〇で囲んでください。 

１ 業務内容や手順を見直したことにより、時間外労働は減少した (30.9%) 

２ 従業員の意識変化により、時間外労働は減少した (36.5%) 

３ 新たな作業機器、システムの導入等による業務生産性の向上により、時間外労働は減少した (15.9%) 

４ 従業員の増員により、時間外労働は減少した ( 7.5%) 

５ 一般従業員の時間外労働は減少したが、管理職等の時間外労働は増加した ( 8.7%) 

６ 上限規制開始前から時間外労働が少ないため、あまり変わりはない (34.7%) 

７ 時間外労働の上限規制については知っていたが、対応できていない ( 2.4%) 

８ 時間外労働の上限規制が始まっていることを知らなかった ( 0.2%) 

９ その他（                                 ） ( 7.9%) 

 

問３７．貴事業所では、在宅勤務やサテライトオフィス勤務等のテレワークを導入していますか。該当する

番号を○で囲んでください。（選択肢１～３については複数回答可） 

１ 在宅勤務を導入している (14.7%) 

２ モバイルワークを導入している ( 5.2%) 

３ サテライトオフィス勤務を導入している ( 1.6%) 

４ 今後１年以内に導入予定である ( 0.7%) 

５ 導入予定はない (80.4%) 

     

 

 

 

 

 

以上で質問は終わりです。御協力ありがとうございました。 

※調査票は９月１３日（水）までに、同封の封筒に入れて投函してください。 

 

調査結果の送付をご希望の事業所は、右欄に○をつけてください。 

調査結果がまとまり次第、概要をお送りいたします。 

 

なお、本調査の結果については山形県のホームページでも公表予定です。 

  （令和６年３月予定） 

（N=944事業所） 

（N=944事業所） 
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